
 

 

 

  今年は 10 連休となったゴールデンウィークも終わり，新年度も２ヶ月が過ぎようとしてい 

ます。新しく来られた先生方は，奄美をゆっくり巡ってみられましたか？今年度も龍郷町学校

事務支援室では，各学期３回，支援室だより「ひりゅう」を発行予定です。給与や福利厚生な

どの情報をお届けし，少しでも先生方のお役に立てればと思います。よろしくお願いします。 

＊ 平成３１年度 龍郷町学校事務支援室の構成 ＊ 

学校名 事務職員名 担 当 業 務 

赤徳小中学校 沖田 幸祐 室長（業務総括・調整・指導助言） 

戸口小学校 森田 洋人 補佐・管理（室長業務の補佐・実施計画・広報） 

龍南中学校 田中 里実  研修（業務研究計画推進・研修総括・連絡調整・広報） 

龍北中学校 蓁 あゆみ  研修（業務研究計画推進・支援室予算） 

龍瀬小学校 妹尾 崇弘  研修（業務研究計画推進・支援室予算・広報） 

大勝小学校 岩川 理  研修（業務研究計画推進・公文受発・認定通知・広報） 

龍郷小学校 一野 佐津紀  研修（業務研究計画推進・会計） 

円小学校 山田 智子  研修（業務研究計画推進・書記（記録）） 

秋名小学校 蓁 あゆみ  兼務 

  町内８名の事務職員が，拠点校である龍南中学校に週１回程度（9：15～12：00）集まり，

共同で事務処理等の業務を行います。諸手当認定事務や県費関係事務，相互点検等の他，広報活

動にも力を入れていきます。 

 

 

 

  平成 31年 4月１日から，特殊勤務手当に関する条例が一部改正され，教員特殊業務手当（第

4条第 1項第 4号の業務）の日額等が改定されました。５月給与から反映されることになるの

で，手当の受給者は給与明細を確認してみましょう。 

内 容 改 定 前 改 定 後 

日 額 3,600円 2,700円 

勤 務 時 間 ４時間程度 ３時間程度 

 

 

 新年度の予算配当額が決定し，各学校では備品の購入希望調査が進められていると思い

ます。龍郷町事務支援室では，効率的な予算執行と事務処理を目的とし，学校備品の共同

見積・共同購入を行っています。 

  複数の業者に共同で見積・購入を行うことで備品の購入価格が抑制され，配当予算内で

は購入が困難だった備品や消耗品の購入が可能となり，予算の効率的な執行につながりま

す。今年度のスケジュールは下記の通りとなりますが，詳しくは各学校事務職員までお尋

ねください。 

 

    ６月初旬  各学校から出された購入希望備品を事務支援室で集約 

６月中旬  文具店やスポーツショップ，電気量販店等の業者へ見積を依頼 

７  月  見積結果を基に，各業者へ備品を発注 

   ８ 月 末  業者から各学校への備品の納入期限 
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４月に転入・採用された先生方は，転入に伴う各手当の手続きが４月分給与では

間に合わないために，５月分給与で調整されます。また，へき地手当とへき地手当

に準ずる手当が新たに支給される方もいると思います。ご確認ください。 

《住居手当》 

住居手当は，転勤したことでは手当が止まりません。引っ越しをせずに転勤することがあるか

らです。ですので，前勤務地で３月まで住居手当を受給していた場合は，新勤務地の４月もその

まま３月分と同額の住居手当が一旦支給されます。その差額は 5月給与で調整されます。 

例：前所属での住居手当が 25,000円，新所属では 27,000円となった場合（4月 1日異動者） 

3月支給住居手当 4月支給住居手当 5月支給住居手当 

25,000円 25,000円 27,000円＋2,000円（←4月分の差額） 

 

《通勤手当》 

通勤手当は，転勤と同時に手当が止まります。たとえ引っ越さなくても勤務地が変われば必ず

通勤距離は変わるからです。従って，４月分給与では転勤した職員は通勤手当を受給できません

が，４月から支給要件を満たしている場合は，５月分給与で４月分の通勤手当もさかのぼって支

給されます。 

 

《扶養手当・児童手当》 

扶養手当・児童手当は，異動しても支給要件は変わりませんので，継続支給されます。ただし，

期限付職員の先生方の扶養手当については，３月末で一旦退職となるので，４月分給与では支給

されていません。４月１日から支給要件を全て満たした場合は，５月分給与で４月分も追給とし

て支給されます。（期限付職員の児童手当はお住まいの市町村より支給されます。） 

 

《単身赴任手当》 

単身赴任手当は，転勤と同時に手当が止まります。勤務地が変わると，配偶者と同居となった

り，通勤距離が変わったりすることで，要件を満たさなくなる場合がでてくるからです。４月か

ら支給要件を満たす場合は，５月分給与で４月分の単身赴任手当もさかのぼって支給されます。 

 

《へき地手当・へき地手当に準ずる手当》 

へき地手当は，その名の通りへき地に勤務する職員に支給される手当です。龍郷町内の学校は，

3級地または４級地にあたります。 

へき地手当に準ずる手当は，へき地学校への異動に伴い，住居を移転した職員に支給されます。 
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6月は児童手当の現況届の提出月です。準備をお願いします。 

 

 

《提出書類》 

 〇児童手当現況届 

 〇世帯全員の住民票（続柄の省略されていないもので，マイナンバーなし） 

 〇児童手当用所得額証明書（※必ず児童手当用を交付してもらってください） 

    本年１月１日に住所のあった市町村で交付されるので，４月異動で転居された方は前居住

地の市町村役場でもらってください。 

  △配偶者の児童手当用所得額証明書（扶養認定されていない配偶者に所得がある場合） 

 △支給対象の子と別居している場合は他に必要な書類があります。 

☆お知らせ☆ 

[給料（調整額を含む）＋扶養手当]×支給割合 

4・5月給与支給明細は へき地手当・追給・戻入 をチェック！ 


